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A. 研究目的 

健康増進法は、国民の健康の増進の総合的

な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、

国民保健の向上を図るために制定された法律

で、2002 年 8 月 2 日に公布された。健康増進

法に基づき、特定健康診査、がん検診など、

骨粗鬆症検診などが実施されている。 

骨粗鬆症検診は、居住地を有する 40 歳、45
歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳及び 70 歳の女

性を対象として、問診及び骨量測定が行われ

ている。 
平成 29 年度の地域保健・健康増進事業報告

（健康増進編）によれば、全国の都道府県別

の検診実施率の平均は 62.5%で、検診受診率は

5.4%と低率である。都道府県によって、検診

研究要旨 

骨粗鬆症検診は、健康増進法基づき実施され、市町村が市区町村の区域内に居住地を有する

40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳及び 70 歳の女性を対象として、問診及び骨量測定が

行われている。今回の研究の目的は、いくつかの自治体に対面で質問調査を行い、現在行われ

ている骨粗鬆症検診の現状と課題を検討することである。実地調査の対象としたのは、検診実

施率が高い地域あるいは検診受診率が高い地域を選び、実地調査の協力の了承を得ることので

きた自治体を訪問し、質問票を用いて調査した。ご協力いただいたのは、前橋市、甲府市、南

九州市の骨粗鬆症検診担当の方々である。 

検診受診率向上のための自治体の取り組みとして、骨粗鬆症検診を単独に考えるのではなく、

他の検診とも連携して、包括的に検診の重要性を市民に理解してもらうよう啓発に努め、実際

に受診する際に利便性を高める工夫がなされていた。各自治体ともに受診率を向上させるため

に RP、健康教室などを積極的に開催していたが、検診受診の金銭的負担を減らすために、無償

化にしていることも受診率を高める 1 つの方策と思われた。さらに、保険者努力支援制度は、

自治体にとって、検診を推進するインセンティブになっているが、骨粗鬆症検診はその対象と

なっておらず、他の検診に比べ優先順位が低い一因となっている可能性が窺えた。骨粗鬆症検

診は厳密なマニュアルが定められておらず、検診の方法等は、自治体に委ねられている点も、

自治体および精密検診をおこなう医療現場において、やりにくい面もあるのではないかと考え

られた。 

まとめると、今回の実地調査から、骨粗鬆症検診を単独に考えるのではなく、他の検診と連

携して、包括的に検診を進めることが重要であり、検診受診者の金銭的負担軽減は受診者の受

診しやすさに繋がり、保険者努力支援制度は自治体のインセンティブを高める方法と思われた。

現行の骨粗鬆症検診の方法・流れの標準化が必要と思われた。今回、訪問できた自治体は限ら

れたが、実務面からの現状と課題を検討することができ、これらの情報を将来の骨粗鬆症検診

の再構築に役立てることができると考えられた。 
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実施率は全く検診を行っていない県から100%
実施している県もあり、検診受診率は 0～15%

の間に分布している。 
今回の研究の目的は、いくつかの自治体に

ついて、対面で質問調査を行い、現在行われ

ている骨粗鬆症検診の現状と課題を検討する

ことである。 
 

B. 研究方法 

 実地調査の対象とした自治体は、検診実施

率が高い都道府県および検診受診率が高い市

区町村の中から、実地調査への協力について

了承を得た自治体である。 

 実際に、実地調査をした自治体は検診実施

率が100%である山梨県の県庁所在地である甲

府市、受診率が最も高率であった南九州市

(40.6%)、人口規模が大きい中で受診率が高率

であった前橋市（29.7%）を訪問した。 

 骨粗鬆症検診を実施していない県や骨粗鬆

症検診を実施していても、自治体のホームペ

ージに、骨粗鬆症検診の問い合わせ先の記載

がないところ、あるいは、医師会に全面的に

委託していると答えた自治体には調査は行わ

なかった。 

 実地調査で訪ねた質問項目は下記である。 

1. 骨粗鬆症対策の政策的位置づけ 

2. 骨粗鬆症検診の実施状況 

・受診者の対象者 男女 年齢 

・個別健診か、集団検診か 

・検診の方法（問診；用紙があれば見せ

てください、骨密度測定；超音波、DXA

法など） 

・過去に検診方法等を見直したか？見直

した理由は？その効果は？ 

3. 検診結果と保険施策の連携状況 

・健常・要指導・要精検の評価 

・どのように検診結果をフィードバック

しているか 

・要指導者・要精検者への対応（疾患教

育・啓発の有無、医療機関の紹介の有無

など） 

4. 市の健康増進の取り組みの中の骨粗鬆症

検診の占める比重あるいは優先順位。 

・優先順位の理由（あるいは、優先され

ていない背景など） 

5. 骨粗鬆症対策の事業費 平成 30 年度 

実施回数、受診者数、検診対象者数、事

業費（うち一般会計） 

6. 保険担当者の骨粗鬆症に対する認識（取

り組んでいる人数など） 

7. 受診勧奨および受診率向上のための方策

を行っているか？  

・保健所の活動、広告による PR など 

・検診受診者の負担額 

・医師会の協力の有無 あるいは 医師

会への働きかけをしているか 

8. 特定健診、がん検診などとの関係 

・全体として取り組んでいるのか？ 

例えば、がん検診、特定健診、骨粗鬆症

検診が同時に受けることができるなど。 

・他の検診の受診率は高いのか？ 

9. 現在の骨粗鬆症検診の問題点、改善点な

ど 行政の立場から 

10. 検診受診者からの検診に対する要望等が

届いていれば 

調査は、自治体を訪問して、対面で質問票に

基づき聞き取り調査を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 この調査は、事前に自治体の骨粗粗鬆症検

診担当者に手紙および電話連絡をとり、対面

での実地調査の協力に承諾を得た自治体を対

象とした。 

 

C. 研究結果 

質問項目別に、自治体の回答をまとめた。 

１．骨粗鬆症対策の政策的位置づけ 
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どの自治体も「健康増進法」に基づき検診

事業を進めていた。さらに、自治体の長によ

る判断によって健診・検診を含む健康増進に

精力的（予算、人員面）に取り組んでいる自

治体もあった。 

２．骨粗鬆症検診の実施状況 

健康増進法の定める対象者に加えて、男性

あるいは年齢を拡大していた。骨量の評価は、

各自治体によって超音波法（QUS）、DIP 法な

どの方法がとられていた。方法は異なっても、

委託料は、同一に設定されていた。 

 健診の形態として、集団検診のみ、集団検

診と個別検診を併用しているところ、医師会

に委託して個別検診のみ実施している３つの

形態があった。 

３． 検診結果と保険施策の連携状況 

健診結果の受診者への報告の仕方に差はな

かった。検診後のフォローに力を入れていて、

要指導となった人には、保健師や管理栄養士

による骨粗鬆症教室などを開催し、案内して

いた。要治療と判定した被験者には、精密検

査を受けたかについてフォローが行われてい

た。 

４．市の健康増進の取り組みの中の骨粗鬆症

検診の占める比重あるいは優先順位。優先順

位の理由（あるいは、優先されていない背景

など） 

 どの自治体においても、がん検診、特定健

康診査を優先し、骨粗鬆症検診の優先順位は

低かった。 

５．６、については、自治体の規模によって、

事業費、担当する人数は違っているが、いく

つか検診を複数の人数で担当していた。 

７．受診勧奨および受診率向上のための方策

を行っているか？  

 保健所の活動、健康教室などを冊子などに

よる PR や健康教室の開催を実施していた。 

 検診受診者の負担額は訪問した 3 か所のう

ち 2 か所は無料にしていた。 

８．特定健診、がん検診との関係 

 個人宛あるは世帯宛に、各検診の検診場所、

時期の通知がなされ、同時にいくつかの検診

を受けることができるように利便性が考えら

れていた。例えば、女性デイを定めている自

治体では、骨粗鬆症検診と乳がん、子宮頸が

ん検診が同時に受けることができるなど工夫

していた。検診は、夫婦で受診するケースも

多いということで、骨粗鬆症健診に男性を加

えたところもあった。 

自治体の作成された資料を見、担当者の方

から話を聞いて、特に印象に残った検診率向

上の取り組みをまとめると次の通りである。 

① 各種の検診を個別に取り扱うのではなく、

乳児から高齢者まで、トータルに健康増進

に取り組む意識づけができるような健診

の案内がされていた。具体的には、各健

診・検診ごとのお知らせや受診勧奨ではな

く、ライフタイム全体として、乳児から高

齢者までの検診を紹介し、自分および自分

の家族がどの検診を受けることができる

のか分かるように1冊の冊子としてまとめ

たものを、毎年市民（1 世帯ごとに）に送

付していた。 

② 検診が、施設を探すところから、実際の受

診、結果までの流れが円滑に進められるよ

うな体制が構築されていた。同時に複数の

検診を受けることができるような工夫が

なされていた。健診受診対象者には、あら

かじめ、検診のシールなどを配布し、自分

がどの検診を受けたかを分かりやすく見

える化ができていた。 

③ 検診の無償化をしていた。 

[問題点と課題] 

① 骨粗鬆症検診は、保険者努力支援制度の対

象外であることは、他の検診に比べ自治体

のインセンティブが低くなっている可能
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性があると思われた。保険者努力支援制度

とは、厚生労働省が特定健診やがん検診の

受診率向上に取り組みつつ、個人や保険者

の取組を促すインセンティブのある仕組

みとして設けているもので、各自治体の取

り組みに対してポイントが付与される。特

定健康診査、がん検診などはこの制度に加

えられているが、骨粗鬆症検診はこの対象

となっていない。このために、自治体にと

って特定健康診査やがん検診に比べイン

センティブが低くなっている可能性があ

ると考えられた。 

② 骨粗鬆症検診では、検診の方法などが厳密

にマニュアル化されていない。特定健康診

査、がん検診は、検査の方法、報告から精

密検査まで、詳細に流れが定められている

が、骨粗鬆症検診は、対象者、方法の選択

などは自治体の判断で行われていた。対象

者は、年齢、性など自治体ごとに対象者を

拡大して行っているところもあり、骨量測

定は、超音波法（QUS）、DIP 法など様々

な方法が使われていた。精密検査を行う医

療機関から、スクリーニング検査の方法や

骨粗鬆検診の精密検査の内容についての

問い合わせなどもあるが、自治体によって

は明確に回答しにくい状況であると感じ

た。一方、骨粗鬆症検診を医師会等に完全

に委ねて実施している自治体もあった。 

 

D. 考察 

骨粗鬆症検診を実施している自治体を訪問

して、現在行われている骨粗鬆症検診の現状

と課題について検討した。骨粗鬆症検診率を

高めるためには、骨粗鬆症検診単独に考える

のではなく、他の検診と連携して包括的に「検

診」を進め、住民に検診、疾患予防の重要性

の理解を深めることが重要であると感じた。

さらに、実際的には、複数の検診を同時に受

診できることによって、住民の受診機会の利

便性が高められ、結果的に検診受診率を高め

ることができると考えられた。 

各自治体は受診率を向上させるためにRPや

健康教室などの開催など工夫をしていたが、

受診者にとって検診の無償化あるいは負担額

の減額は、受診の機会を高める 1 つの効果的

な方法と感じた。さらに、自治体にとって、

保険者努力支援制度は、検診を勧めるインセ

ンティブになっているとおおわれた。  
骨粗鬆症検診は、特定健康診査やがん検診

に比べ、検診の方法等自治体に委ねられてい

る分、検診を実際に推進している担当者など

検診の現場では、対応に苦慮する面があり、

標準化した検診方法の必要性を感じた。 

 現在、海外では、骨粗鬆症の検診の有効性

の評価が行われている。日本においても、健

診・検診の有効性について評価し、エビデン

スを基づき、実施すべきであろう。しかし、

現状は骨粗鬆症検診のスクリーニングの方法

は種々であり、有効性や方法の妥当性を評価

するのは難しい。今後は、骨量測定、結果の

評価方法、精密検診への流れを統一した形に

すべきであると考える。 

当初の実地調査の目的は、実施率や検診受

診率の高い自治体を訪問しどのような工夫を

しているのか現状と課題を聴取すること、反

対に実施率や検診率が低い自治体からも、情

報を得たいと考えた。しかし、一部の自治体

については、ホームページに骨粗鬆症検診に

関する問い合わせ先等の記載がないところも

あり、電話連絡することができず、実地調査

は行えなかった。さらに、2019 年度の災害の

多発によって、被害を受けられた地域につい

ては調査を断念した。したがって、今回情報

が得られたのは非常に限られた自治体であっ

たが、大変有効な情報が得られたと思う。 
対面の実地調査に快く応じていただいた前

橋市、甲府市、南九州市の骨粗鬆症検診担当

の方々に深く感謝をいたします。 

  

文献 

 2020 年度保険者努力支援制度における評

価指標について 重症化予防ワーキング
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E. まとめ 

 今回の実地調査から、骨粗鬆症検診単独に

考えるのではなく、他の検診とも連携して、

包括的に検診を進める必要性、検診受診者の

負担軽減、保険者努力支援制度の活用、骨粗

鬆症検診の方法の流れの統一化が必要と思わ

れた。 
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２．学会発表 
1. 藤原佐枝子:「薬物治療における骨代謝マ

ーカーを使用したアドヒアランス向上に

向けての提案」 シンポジウム「骨粗鬆

症診療における骨代謝マーカーの適正使

用 updata2019」第 21 回日本骨粗鬆症学

会 2019 年 10 月 13 日 神戸  
 

G. 知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
  なし 

２．実用新案登録 
なし 

３．その他 

なし 

 


